
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

条例では『自転車利用者の責務』として次の事を定めています。 

 

１自転車は車両です！車両の運転者としての

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      自転車を購入した時は、必ず防犯登録をしましょう！ 

また施錠やひったくり防止カバーで防犯対策をしましょう！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうつう博士 

 

戸田市は、平たんな地形であることから、自転車を利用する市民が多く 

自転車と歩行者、自転車同士の事故が多いため、早急な対策が必要となり 

『戸田市みんなで守ろう自転車の安全利用条例』が平成 2５年１月 1 日に 

施行されました。 

歩行者・自転車・自動車等の共存と調和を図り、日本一安全に楽しく 

自転車が利用できる「自転車の似合うまち」の実現を目指してこの条例 

を定めました。 

 


